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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

（2ページに続く）

平和と紛争予防/紛争解決月間

令和５年度（2023年）税制改正大綱が令和４年
12月16日に公表されました。NISAの拡充等気になる
改正もありましたが、皆さま関心がありそうで、且つ
広く知られている生前贈与制度にも改正がありまし
たので、ポイントをお伝えします。なお、正式な税制
改正は令和5年の春頃に決定する予定です。
＜以下の記載は、文字数等の都合上、詳細な要件
等には触れず、また、簡便さ重視で正確な記載はして
おりませんのでご了承ください＞
年間110万円までの生前贈与は非課税という制度
は継続されます。現在は、相続開始前3年以内に相
続人に対して行われた贈与は、相続財産に持ち戻し
て相続税を計算することになっています。つまり亡く

贈与はなかったものとして相続財産に持ち戻しされ
加算されますが、その対象期間が3年から7年に延長
されることになりました。適用は2024年1月の贈与か

らです。
つまり2024年１月からの贈与は年間110万円ま
でだったとしても、7年間は節税効果がないという
ことです（若干の救済措置あり）。
実はこの今回の税制改正大綱もう一つポイント
があって、持ち戻される期間は7年に延びました一
方で、持ち戻しなる贈与対象者には変更がありま
せんでした。
つまり配偶者や子供が健在なら彼らが相続する

て7年間の贈与ということになりますが、孫に対す
る贈与はたとえ死亡する数日前の贈与であっても
その孫が相続人でない限り、持ち戻しされることは
ありません。
相続時精算課税制度という制度にも改正があり
ました。この制度は、簡単に書くと、生前贈与をす
る時は2500万円まで贈与税非課税にするが、贈
与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけで
なく、過去に生前贈与した財産も、亡くなった時の
財産に加えて一緒に、相続税を課税するという制

限りなき道ロータリー 冬の星座

〈第1779回〉 2023年2月28日（火） 本年度第24回

担当：水間会員

最近のМ＆Ａ事情について！
…売る時、買う時に気を付ける事！大手も滅茶苦茶です！

遺留分損害額請求
担当：田中（英）会員

3月7日（火）

イマジンロータリー





担当：鳥居会員




